
帝
京
蒼
柴
学
園
・
帝
京
長
岡
高
等
学

校
不
当
労
働
行
為
事
件
の
労
働
委
員
会

審
問
が
四
月
十
一
日
（
土
）
に
県
庁
で

行
わ
れ
ま
し
た
。

今
回
で
三
回
目
、
最
終
審
問
で
し
た
。

第
一
回
目
は
、
三
月
二
十
六
日
〜
こ
れ

ま
で
の
組
合
活
動
・
父
母
の
会
な
ど
に

つ
い
て
。
第
二
回
目
は
、
三
月
三
〇
日

効
果
査
定
に
つ
い
て
。
そ
し
て
今
回
は

団
体
交
渉
な
ど
に
つ
い
て
行
わ
れ
ま
し

た
。傍

聴
席
抽
選

九
対
三
で
圧
倒

各
団
体
・
労
働
組
合
な
ど
傍
聴
に
三

十
三
名
が
参
加
し
ま
し
た
。
申
立
人
と
補

佐
人
が
二
〇
名
、
代
理
人
弁
護
士
が
四

人
で
し
た
。

十
二
席
の
傍
聴
席
を
抽
選
、
九
席
を

確
保
し
相
手
側
は
三
席
に
と
ど
ま
り
ま

し
た
。
結
局
、
傍
聴
席
は
あ
ら
か
じ
め

割
り
当
て
の
二
席
づ
つ
足
し
て
、
申
立

人
側
は
十
一
席
で
、
被
申
立
人
側
は
五

席
と
圧
倒
し
ま
し
た
。

四
月
十
一
日
の
最
終
審
問
に
は
、
全

国
私
教
連
前
委
員
長
の
谷
氏
が
、
そ
し

て
学
校
側
は
帝
京
長
岡
高
校
前
事
務
長

の
古
張
氏
に
対
し
て
証
人
尋
問
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
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★団体交渉ができない

学校側は、団交を行うには団交の条件が必要だと主張し、

従来どおりの団交ルール（学内・時間制限無し・交渉人数

制限無し・録音機持込可）を全く認めない。学校側のルー

ル（学外・時間は１時間半以内・双方６人以内・録音機持

込不可）に変更しなければ団交をしないと主張していた。

組合は再三にわたり要求を突きつけ団交を要求した。学

校側はそれに対して、ルール作りを話し合うための事前協

議を持ちかけたが、事前協議についても一方的に同様の条

件を押し付けた。

★印刷機の使用について

今まで自由に使用していた印刷機について一方的に使用禁止を通告してきた。なぜ使用が認め

られないのか→ 学校側の主張では、３年間分の使用料を支払っていない・これを忘れているこ

とは、労使慣行は無かったと認識していた。

★ＦＡＸを取り次がない

学校側の主張では、組合に対しての取次ぎはやっていない。労使慣行は聞いていない。ＦＡＸ

以外でも連絡できると考えるので取次ぎを禁止した。 手紙は取り次ぐ。

★掲示板の撤去について

学校側の主張では、職員室に設置してあり、出入りする人など全員が見られるところにあるた

め駄目だ。組合関係の掲示物は認めていない。組合員以外や業者などに見えるので不適当、外す

よう指示した。



団
交
に
つ
い
て

（
ル
ー
ル
作
り
な
ど
）

★
以
前
は
学
内
で
団
交
を
行
っ
て
い
た
が

←

〇
学
校
側
〜
（
学
校
側
答
弁
は
〇
で
以
後

学
校
側
明
記
を
省
略
）

し
か
し
支
障
を
き
た
す
と
考
え
条
件
を

提
示
し
た
。
そ
れ
は
①
団
交
は
一
般
的
な

も
の
と
考
え
て
い
た
が
、
多
く
参
加
し
て

い
た
の
で
び
っ
く
り
し
た
。
②
回
答
を
読

み
上
げ
る
時
、
ヤ
ジ
な
ど
あ
っ
た
。
③
矢

継
ぎ
早
に
質
問
が
あ
っ
た
。

〇
議
事
録
は
作
っ
て
い
な
い
。
録
音
機
は

使
用
し
な
い
・
緊
張
感
が
お
こ
り
議
論
に

つ
い
て
弊
害
に
な
る
。
書
面
で
確
認
し
て

い
な
い
。

労
働
委
員
会
で
の

学
校
側
と
の
や
り
と
り

★
団
交
時
に
メ
モ
を
取
る
の
か
？

←

〇
質
問
内
容
を
書
き
と
め
る
た
め
。

★
団
交
内
容
が
〜
組
合
ニ
ュ
ー
ス
に
記
載

し
て
い
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
の
か
？

←

〇
記
憶
に
あ
る

★
入
手
は
ど
う
や
っ
て
？

←

〇
誰
だ
か
わ
か
ら
な
い
が
届
け
て
く
れ
た
。

★
録
音
は
ニ
ュ
ー
ス
に
書
か
れ
る
た
め
駄

目
な
の
か
？

←

〇
ニ
ュ
ー
ス
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
と
発

言
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違
う
。

★
な
ぜ
組
合
ニ
ュ
ー
ス
に
書
か
れ
る
と
駄

目
な
の
か
？

←

〇
組
合
ニ
ュ
ー
ス
は
、
ほ
ん
の
一
部
分
だ

け
の
記
載
で
は
困
る
。

★
質
問
に
つ
い
て
メ
モ
は
書
い
て
い
る
の

か
？

←

〇
内
容
は
理
事
長
に
報
告
し
て
い
る
。

★
団
交
会
場
に
つ
い
て
学
内
を
組
合
側
は

要
求
し
て
い
る
。
学
内
は
、
ま
ず
い
と
笠

原
理
事
は
言
っ
て
い
な
か
っ
た
。
団
交
事

項
の
制
限
も
言
っ
て
い
な
か
っ
た
。

←

〇
団
交
事
項
の
制
限
内
容
は
笠
原
理
事
と

決
め
た
。

事
前
協
議
も
同
じ

条
件
で
は
意
味
が
無
い

★
団
交
で
な
ぜ
、
団
交
の
制
限
を
言
っ
た

の
か
？

←

〇
団
交
の
ル
ー
ル
作
り
を
す
る
た
め
に
団

交
の
席
で
言
っ
た
。

★
団
交
会
場
は
、
今
ま
で
第
三
会
議
室
で

行
わ
れ
て
い
た
。
（
教
材
室
を
通
っ
て
奥

の
部
屋
が
第
三
会
議
室
）
そ
の
教
材
室
が

提
訴
後
突
然
、
女
子
更
衣
室
に
な
っ
た
。

し
か
も
誰
も
知
ら
な
い
。

★
団
交
条
件
に
つ
い
て
事
前
協
議
が
で
き

ず
平
行
線
だ
。
合
意
で
き
な
い
場
合
は
ど

う
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
か
？
事
前
協
議

で
き
な
い
場
合
は
や
ら
な
い
つ
も
り
？
妥

協
は
あ
る
か
？

←

〇
学
内
・
外
を
交
互
に
や
る
と
回
答
し
た
。

（
提
訴
後
和
解
交
渉
の
中
で
）

手
当
に
つ
い
て

★
担
任
手
当
と
部
活
手
当
に
つ
い
て
要
求

し
た
が
、
帝
京
の
他
校
で
支
給
し
て
い
な

い
か
ら
支
給
し
な
い
と
回
答
、
具
体
的
説

明
が
無
い
。

←

〇
服
部
校
長
の
指
示
ど
う
り
に
や
っ
た
。

校
長
・
理
事
長
の
考
え
や
内
容
以
外
は
回

答
で
き
な
い
。

Ｆ
Ａ
Ｘ
の
取
次
ぎ

★
日
常
的
な
事
務
処
理
で
は
な
い
か
？
Ｆ

Ａ
Ｘ
が
届
い
た
か
ど
う
か
、
さ
さ
い
な
こ

と
。
事
務
長
か
ら
の
指
示
は
あ
っ
た
の
か
？

日
常
的
だ
と
思
う
が
〜

←

〇
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
。
知
ら
な
い
と

こ
ろ
で
や
ら
れ
て
い
た
。

★
用
紙
に
つ
い
て
送
信
さ
れ
た
も
の
を
見

た
か
？
笠
原
理
事
は
ど
う
判
断
し
た
の
か
？

←

〇
『
係
争
中
だ
か
ら
取
次
ぎ
を
し
な
い
』

と
回
答
し
た
。
平
成
十
九
年
三
月
に
申
立

て
が
あ
っ
た
た
め
そ
の
よ
う
に
し
た
。
報

復
で
は
な
い

学
園
の
施
設
利
用
に
つ
い
て

★
学
園
の
施
設
利
用
に
つ
い
て
、
学
外
者

は
書
面
申
請
が
必
要
か
？

←

〇
学
園
内
・
外
と
も
に
書
面
で
の
申
請
だ
。

★
書
面
が
無
い
も
の
も
あ
っ
た
の
か
？

←

〇
出
し
て
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。
書
面
は

出
す
こ
と
が
原
則
だ
。

組
合
掲
示
板
に
つ
い
て

★
掲
示
板
に
つ
い
て
掲
示
物
は
知
っ
て
い

た
か
？

←

〇
教
務
室
に
は
毎
朝
行
っ
て
い
る
が
掲
示

板
に
檄
布
が
貼
ら
れ
て
い
た
の
は
わ
か
ら

な
か
っ
た
。

★
掲
示
板
を
外
し
た
こ
と
に
つ
い
て
？

←

〇
組
合
掲
示
板
を
非
組
合
員
も
見
る
か
ら
。

不
快
だ
か
ら
。
組
合
活
動
に
対
し
て
、
内

容
な
ど
記
載
し
て
い
る
も
の
は
外
せ
と
服

部
校
長
が
言
っ
た
か
ら
。
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今回は３回目で最終審問だった。次回は７月２２日（水）

１８時から開会する。

５月１５日（金）審問書を双方に送付する。７月１５日最

終書面を委員会へ提出。その後、委員会から送付する。

次回は申立人は口頭で３０分意見を述べる。非申立人は１

０分程度とする。

申立人代理人弁護士から、審問会場の変更を要求した。もっ

と大きな会場にして欲しい。傍聴者を３０人程度としたい。

全国私教連前委員長
谷氏の証言骨子

○帝京大グループは沖永荘一氏の

もとで一元的に管理されてきた。

●４０数校あるが組合は４校だけ。

帝京中・高校は不誠実団交で、帝

京八王子では委員長を解雇。帝京

安積（郡山）ではヤクザをやとっ

て書記長を銃撃。これらの件につ

いて和解終結などで、０５年まで

に決着。三つの組合では組合員数

が減少し組合活動もままならない。

○帝京長岡では、２０代・３０代

の青年が入って組合員数が増えた。

●団交条件の固執による団交拒否

などをはじめとして、沖永荘一氏

の指示のもと組合つぶしにとりか

かる。

○事情聴取もせず職員会議で一人

の組合員をつるし上げ、結局その

組合員を脱退させた。

●会場貸与・印刷機・ＦＡＸなど

次々に組合つぶしの攻撃を加えて

いる。


